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酒田市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所）【平成２７年１月変更】 

 

変  更  後 変  更  前 

 

○基本計画の名称： 酒田市中心市街地活性化基本計画 

○作成主体    ： 山形県酒田市 

○計画期間    ： 平成２１年３月から平成２７年３月まで 

 

１．中心市街地の館成果に関する基本的な方針 

［１］～［７］略 

 

２．中心市街地の位置及び区域 

［１］～［３］略 

 

３．中心市街地の活性化の目標 

［１］～［２］略 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地

の整備改善のための事業に関する事業 

［１］～［２］略 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

［１］～［２］略 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］～［２］略 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］～［２］略 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］～［３］略 

 

１０．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項 

［１］～［４］略 

 

１１．その他中心市街地の活性化のために必要な事項 

［１］～［３］略 

 

１２．認定基準に適合していることの説明 略 
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